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地方自治法第100条に基づく
特別委員会を設置

　６月14日、町村境及び入会地の問題、上田牧野組合有志一同から提出されていた風力
発電所建設に伴う土地賃貸借契約についての陳情を採択し、調査を行うために地方自治
法第１００条に基づく特別委員会を設置。今後、速やかな解決に向け調査等を行います。

　

議
会
の
持
つ
重
要
な
職

責
を
果
た
す
た
め
に
、町
の

事
務
に
つ
い
て
調
査
が
で
き

る
権
限
。対
象
と
し
て
、町

長
や
他
の
執
行
機
関
だ
け
で

は
な
く
、選
挙
人
そ
の
他
の

関
係
人
に
出
頭
、証
言
、記

録
の
提
出
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。ま
た
、虚
偽
の
陳

述
、証
言
拒
否
、不
出
頭
、記

録
の
不
提
出
に
対
し
て
は
、

議
会
が
告
発
す
る
こ
と
と

し
、制
裁
と
し
て
禁
固
や
罰

金
に
も
処
す
る
こ
と
が
で
き

る
。調
査
に
関
し
て
、き
わ
め

て
強
力
な
権
限
を
持
つ
特

別
委
員
会
。

地
方
自
治
法
の

　
　一
〇
〇
条
と
は



▼専決処分事項の承認
▼条例改正

▼補正予算▼専決処分事項の承認

▼条例改正

▼補正予算

▼専決処分事項の承認

▼条例改正

▼補正予算
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　Ｊ－ＶＥＲ事業に70万円追加。  悠木の里づくり事業基金積立に300万円。  ネットワーク事業基金積立に90万円。

　東日本大震災被災者のための軽減措置。

　外国人のカタカナ表記での印鑑登録が可能になった。（対象28名 6/14現在）

　学校医年額20万円、交通指導隊年額3万円、母子保健推進員、福祉協力員等年額2万4千円、その他の町が委
託する場合の非常勤の委員・職員は1日につき、3千円。

　新設された鍋ヶ滝公園の直販所、トイレ等を含む施設の維持、管理の業務に関しての新しい条例を採択。

　平成24～28年度の中央と地方との格差を是正するための辺地債を用いた道路の整備、改修、また飲料水供給
施設の整備等の計画書を策定。（名原辺地、岳の湯辺地、明里辺地、田原辺地、北河内辺地）

6,893万9千円を追加し、総額49億4,793万9千円とする。

6０万円を追加し、総額１億３０２万２千円とする。

総額１,８８５万７千円とする。
　一般会計からの繰入を50万円減額、コミュニティ助成事業助成金より雑収入を50万円増額。

・町内での議員の費用弁償の廃止　　　　　　　　　　　　　 　42万2千円減額
・庁舎2階階段ホールの小国杉での木壁改修工事　　　　　　　　　　 250万円
・ＬＥＤ防犯灯購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万円
・容量の不足による光インターネット改修工事　　　　　　　　　　　 280万円
・小規模多機能型居宅介護施設新築工事補助金　　　　　　　　　　　 3,000万円
・介護施設等開設準備経費助成事業補助金　　　　　　　　　　　　　 540万円
・くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金（大根の洗浄機13台）　 902万円
・中学校プール付近調査測量設計委託料　　　　　　　　　　　　　　 750万円

　収入が公的年金だけの人が寡婦（寡夫）控除を受ける場合の
申告書の提出が不要になった。また、土地の負担調整措置等は
継続、住宅用地の特例は段階的に廃止。

平成23年度小国町一般会計補正予算（第11号）

小国町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

小国町印鑑条例の一部を改正する条例について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

鍋ヶ滝公園設置及び管理に関する条例について

小国町総合整備計画の策定について

一般会計補正予算（第1号）

小国町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

坂本善三美術館特別会計補正予算（第1号）

小国町税条例の一部を改正する条例

反対討論 ▼

全議員賛成

賛成：10  反対：1

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

全議員賛成

児玉議員：地価は下がってい
るのに固定資産税が上がる
のか。軽減措置の据え置き特
例の廃止は容認できない。

補
正
の
主
な
も
の
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一般質問

問　

昨
今
ど
の
自
治
体
に

お
い
て
も
盛
ん
な
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
１

年
前
に
し
た
質
問
で
は
前

向
き
に
取
り
組
み
た
い
と

の
答
弁
だ
っ
た
が
、
現
在

ど
の
よ
う
な
計
画
が
あ
る

か
。

︻
町
長
︼
経
済
産
業
省
の
調

査
に
対
し
て
の
補
助
事
業

に
採
択
さ
れ
れ
ば
着
手
し

た
い
。
地
熱
発
電
は
現
在
、

民
間
の
活
力
が
発
揮
さ
れ

て
お
り
、
温
泉
へ
の
影
響

な
ど
見
守
り
た
い
。

問　

大
阪
府
に
小

国
杉
を
利
用
し
た

建
物
を
数
十
棟
建

築
し
、
ゆ
う
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
物

産
品
販
売
な
ど
を

行
っ
て
い
る
﹃
Ｋ

Ｊ
ワ
ー
ク
ス
﹄
と

い
う
企
業
が
あ

る
。
町
の
Ｐ
Ｒ
、

関
西
方
面
で
の
情

報
発
信
の
場
に
な
る
と
思

う
が
、
こ
こ
に
乳
製
品
販

売
の
核
と
し
て
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
の
販
売
機
を
提
供

し
て
は
ど
う
か
と
い
う
話

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の

対
応
は
。

︻
町
長
︼
正
式
な
申
し
出
で

は
な
か
っ
た
が
、
今
後
ゆ

う
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
執
行

部
で
協
議
し
、
早
め
に
設

置
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。

問　

過
疎
対
策
事
業
債
に

つ
い
て
、
６
カ
年
計
画
で

問　

保
育
園
は
福
祉
課
、

幼
稚
園
は
教
育
委
員
会
に

属
し
て
い
る
が
、
今
後
は

教
育
委
員
会
へ
一
本
化
し
、

生
ま
れ
て
か
ら
20
歳
ま
で

の
子
育
て
支
援
と
し
て
は

ど
う
か
。﹁
三
つ
子
の
魂
百

ま
で
﹂
と
い
う
諺

こ
と
わ
ざ

が
あ
る

よ
う
に
幼
児
教
育
は
大
事

だ
。

︻
教
育
長
︼
３
歳
頃
か
ら
の

幼
稚
園
・
保
育
園

で
の
教
育
と
い
う

の
は
非
常
に
大

事
。
幼
保
の
連
携

を
と
り
就
学
前
教

育
を
や
っ
て
い
き

た
い
。

︻
町
長
︼
小
学
校
、

幼
稚
園
、
保
育
園

と
一
体
的
に
連
携

を
と
り
、
子
ど
も

を
育
て
て
い
き
た

い
。

問　

最
近
、
集
団

登
校
の
列
に
自
動

車
が
突
っ
込
む
と

い
う
事
故
が
多
発
し
て
い

る
。
町
内
で
も
蔵
原
交
差

点
か
ら
殿
町
間
な
ど
、
狭

い
通
学
路
が
多
々
あ
る
。

私
と
し
て
も
子
ど
も
達
が

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
り
組
み
は

穴
井
　帝
史

少
し
で
も
安
全
に
通
学
で

き
る
よ
う
願
う
が
、
歩
道

と
車
道
の
区
別
が
つ
き
や

す
く
す
る
た
め
に
狭
い
歩

道
部
を
着
色
し
て
は
ど
う

か
。
直
ち
に
で
き
る
こ
と

だ
と
思
う
の
で
早
急
に
実

行
し
て
も
ら
い
た
い
。

︻
教
育
委
員
会
事
務
局
長
︼

建
設
課
や
警
察
と
も
相
談

し
て
行
い
た
い
。

行
わ
れ
る
中
で
、
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
事
業
は
、

ソ
フ
ト
面
の
予
算
配
分
と

あ
る
が
、
今
後
そ
の
年
度

に
応
じ
た
内
容
の
変
更
の

考
え
は
あ
る
か
。

︻
総
務
課
長
︼
非
常
に
有
利

な
起
債
で
あ
る
の
で
、
今

後
の
見
直
し
も
含
め
事
業

を
推
進
し
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
子
育
て
支
援松

本
　明
雄

歩道と車道が色分けされた道路
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問　

学
力
の
低
下
に
つ
な

が
っ
た
ゆ
と
り
教
育
を
30

年
ぶ
り
に
見
直
し
、
学
力

強
化
に
時
間
が
増
え
、
学

習
内
容
も
変
更
に
な
っ
た
。

ま
た
、
伝
統
と
文
化
の
尊

重
を
目
的
と
し
て
武
道
が

必
須
に
な
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。
こ
ど
も
を
持
つ
保

護
者
に
は
大
変
関
心
が
あ

る
。
保
護
者
へ
の
説
明
と

教
育
委
員
会
の
今
後
の
方

針
は
。

︻
教
育
長
︼
理
数
教
育
、
外

国
語
教
育
の
予
算
は
町
議

会
の
理
解
も
あ
り
、
要
領

に
沿
っ
て
い
る
。
武
道
は

柔
道
を
取
り
入
れ
る
。
有

段
者
は
い
な
い
が
、
受
け

身
と
礼
儀
を
中
心
に
指
導
。

立
ち
技
や
寝
技
等
の
組
む

実
技
は
実
施
し
な
い
等
、

事
故
が
起
き
な
い
よ
う
十

分
配
慮
す
る
。

問　

万
が
一
の
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合
の
対
応
は
。

︻
教
育
長
︼
以
前
は
学
校
安

全
会
、
現
在
は
日
本
ス
ポ
ー

ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
に
基

づ
き
保
障
を
行
っ
て
い
る
。

事
故
等
が
お
こ
ら
な
い
よ

う
に
十
分
注
意
し
て
指
導

さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い

る
。

問　

人
口
減
少
を
町
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

︻
町
長
︼
人
口
は
町
の
活
力

の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
一
部
。

非
常
に
大
事
な
課
題
。
役

場
の
執
行
部
内
に
少
子
化

対
策
と
定
住
促
進
を
協
議

す
る
政
策
課
題
研
究
会
を

設
け
た
。

︻
情
報
課
長
︼
小
国
町
の
人

口
は
90
年
が
９
８
５
４
人
、

現
在
が
７
８
９
９
人
。
課

と
し
て
、
出
会
い
と
暮
ら

し
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
小
国

町
定
住
促
進
事
業
を
目
標

に
定
め
て
い
る
。

︻
総
務
課
長
︼
将
来
人
口

の
予
想
は
平
成
27
年
は

６
９
９
９
人
、
平
成
32
年

に
は
６
１
９
２
人
、
平
成

37
年
に
は
５
０
０
０
人
半

ば
の
予
測
。
非
常
に
厳
し

い
減
少
率
を
示
し
て
い
る
。

問　

人
口
減
少
対
策
は
積

み
重
ね
が
大
事
。
そ
の
対

策
の
ひ
と
つ
が
教
育
で
、

都
市
部
と
町
と
の
教
育
格

差
に
つ
い
て
、
町
営
の
塾

等
の
考
え
は
。

︻
教
育
長
︼
学
校
の
環
境
は

物
的
環
境
と
人
的
環
境
に

分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
検

討
中
の
総
合
施
設
の
完
成

で
他
の
都
市
部
に
も
負
け

新
学
習
指
導
要
領
が

　完
全
実
施
に

北
里
　邦
治

な
い
。
後
者
で
は
先
生
方

の
環
境
を
整
え
る
努
力
を

し
て
い
る
。
塾
に
つ
い
て

は
保
護
者
の
願
望
が
あ
れ

ば
環
境
も
整
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。

問　

小
国
町
を
守
る
、
背

負
っ
て
い
く
、
未
来
を
創
っ

て
い
く
教
育
を
進
め
な
け

れ
ば
、
小
国
町
が
残
ら
な

い
。
執
行
部
を
は
じ
め
、

町
民
の
み
な
さ
ん
に
も
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
。

︻
町
長
︼
人
口
減
少
対
策
に

も
教
育
の
部
分
も
大
事
で

あ
る
。
十
分
に
協
議
検
討

す
る
。

人
口
減
少
の
対
策
と

　教
育
と
の
関
連

渡
邉
　誠
次

練習の様子
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一般質問

問　

多
く
の
事
業
者
・
労

働
者
か
ら
﹁
仕
事
が
無
い
﹂

﹁
賃
金
が
安
く
生
活
出
来
な

い
﹂
と
の
声
が
あ
が
っ
て

い
る
。
公
共
事
業
や
業
務

委
託
の
発
注
で
、
そ
の
事

業
に
直
接
働
く
労
働
者
の

賃
金
等
の
労
働
条
件
を
適

切
に
確
保
さ
せ
る
公
契
約

条
例
の
制
定
の
検
討
は
な

い
か
。

︻
総
務
課
長
︼
ま
だ
検
討
す

る
に
も
至
っ
て
い
な
い
。

問　

公
契
約
で
働
く
労
働

者
の
実
態
は
把
握
出
来
て

い
る
の
か
。

︻
総
務
課
長
︼
今
現
在
し
て

い
な
い
。

問　

公
共
サ
ー
ビ
ス
に
従

事
す
る
労
働
者
の
適
正

な
労
働
条
件
の
確
保
を
自

治
体
の
責
務
と
し
た
公
共

サ
ー
ビ
ス
基
本
法
も
制
定

さ
れ
て
い
る
。
本
町
で
も

公
契
約
条
例
を
制
定
す
べ

き
で
は
。

︻
総
務
課
長
︼
入
札
で
は
最

低
制
限
価
格
も
設
定
し
て

い
る
。
公
契
約
条
例
の
検

討
は
早
い
と
考
え
る
。

問　

そ
れ
で
労
働
者
の
適

正
な
賃
金
は
守
ら
れ
る
の

か
。
現
状
も
把
握
出
来
て

い
な
い
で
は
な
い
か
。

公
契
約
条
例
の
制
定
を児

玉
　智
博

︻
総
務
課
長
︼
工
事
で
の
低

価
格
競
争
入
札
は
ほ
ぼ
無

い
。
指
定
管
理
を
行
っ
て
い

る
所
で
の
給
料
も
見
お
と

り
し
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

　

下
請
け
の
下
請
け
ま
で

適
正
な
賃
金
が
保
障
さ
れ

る
事
は
非
常
に
大
事
。
公

契
約
条
例
を
制
定
し
な
い

と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
代
わ
る
よ
う
な
き
ち

ん
と
し
た
政
策
を
示
す
べ

き
だ
。

公
共
施
設
全
般
に
つ
い
て

時
松
　

 

唯
一

問　

前
回
質
問
の
夫
婦
兄

弟
職
員
の
勤
務
は
住
民
の

総
意
が
得
ら
れ
な
い
。
採

用
時
の
面
接
で
も
説
明
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、

執
行
部
で
は
ど
の
よ
う
な

話
題
が
あ
っ
た
か
。

︻
町
長
︼
意
見
の
一
つ
と
し

て
伺
う
。
面
接
官
な
ど
と

協
議
し
て
い
き
た
い
。

︻
総
務
課
長
︼
課
長
会
議
で

ど
う
思
う
か
、
職
員
組
合

に
も
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

か
伝
え
た
。

問　
﹃
阿
蘇
自
然
の
恵
み
総

本
舗
﹄
の
引
揚
げ
時
の
契

約
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

︻
総
務
課
長
︼
現
状
回
復
と

な
っ
て
い
る
。

問　

公
営
住

宅
申
込
み
は

何
件
あ
る
か
。

︻
建
設
課
長
︼

直
近
で
は
10

件
程
度
で
減

少
気
味
。

問　

電
動
ア

シ
ス
ト
自
転

車
は
、
補
助

金
購
入
で
約

30
台
。
倉
庫

の
建
築
費
の

方
が
高
い
。

そ
れ
に
何
が
入
っ
て
い
る

か
も
分
か
ら
な
い
状
況
だ
。

色
々
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
。

︻
情
報
課
長
︼
建
築
費
が
高

い
。
看
板
は
一
枚
。
ゆ
う

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
立
会
で
随

分
と
検
討
し
た
。

問　

町
の
空
間
に
ス
ギ
ト

ピ
ア
公
園
が
あ
り
、
車
の

往
来
も
な
く
、
小
さ
な
イ

ベ
ン
ト
場
、
親
子
連
れ
の

散
歩
道
に
な
っ
て
い
る
。

管
理
の
徹
底
と
活
用
を
考

え
る
べ
き
と
思
う
が
。

︻
総
務
課
長
︼
基
本
的
に
、

そ
の
通
り
。
検
討
す
る
。

問　

町
の
借
上
地
、
公
有

地
へ
の
職
員
の
常
駐
駐
車

に
は
料
金
を
徴
収
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
。

︻
町
長
︼
協
議
し
て
良
い
結

果
に
な
れ
ば
と
思
う
。
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問　

障
が
い
者
に
つ
い
て

施
設
で
の
自
立
支
援
や
在

宅
で
の
支
援
な
ど
、
小
国

町
で
の
現
状
は
。

︻
福
祉
課
長
︼
身
体
障
が
い

者
６
１
０
名
、
そ
の
内
で

高
齢
者
が
４
５
８
名
、
知

的
障
が
い
者
97
名
、
精
神

障
が
い
者
29
名
。

問　

旧
小
国
学
園
に
つ
い

て
、
民
営
化
の
効
果
は
如

何
か
。
サ
ー
ビ
ス
、
職
員

の
処
遇
、
収
支
状
況
は
。

︻
福
祉
課
長
︼
サ
ー
ビ
ス
内

容
は
変
わ
ら
な
い
。
県
下

で
も
民
営
化
が
多
い
な
か
、

施
設
改
修
へ
の
補
助
金
な

ど
民
営
の
方
が
充
実
し
て

い
る
。
給
与
も
県
下
の
施

設
職
員
を
参
考
に
設
定
し
、

有
資
格
者
は
正
職
員
と
し

て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
聞

い
て
い
る
。

問　

障
が
い
者
へ
の
差
別

や
偏
見
に
対
す
る
取
り
組

み
は
。

︻
住
民
課
長
︼
平
成
５
年
に

障
害
者
基
本
法
、
県
で
も

障
害
者
プ
ラ
ン
、
小
国
町

で
も
人
権
啓
発
基
本
計
画

　

地
熱
発
電
開
発
に
町
と

し
て
環
境
影
響
調
査
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
が
必
要
。

　

九
重
町
の
菅
原
地
区
に

お
い
て
、
九
重
町
と
九
州

電
力
が
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
か
ら
譲

り
う
け
た
地
熱
井
戸
で
、

発
電
の
た
め
の
噴
気
調
査

が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、

岳
ノ
湯
地
区
に
お
い
て
も

地
元
及
び
企
業
が
地
熱
発

電
に
向
け
調
査
を
進
め
て

い
る
。

　

町
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
開
発
に
つ
い
て
現
状
把

握
と
、
発
電
が
開
始
さ
れ

た
後
の
環
境
を
把
握
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
温
泉

の
湯
量
・
温
度
・
成
分
把

握
と
地
下
水

の
水
位
、
そ

し
て
降
水
量

と
の
関
係
な

ど
調
査
依
頼

す
る
か
、
町

で
調
査
を
し
、

全
体
を
把
握

す
る
こ
と
を

要
望
す
る
。

　

浄
化
槽
の

一
元
管
理
を
早
急
に
望
む
。

　

熊
本
県
で
は
、
浄
化
槽

の
現
状
把
握
と
環
境
を
守

る
た
め
に
は
一
元
管
理
が

必
要
と
載
っ
て
い
た
。
町

も
県
よ
り
現
状
調
査
と
今

後
の
計
画
を
打
診
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

農
業
集
落
排
水
加
入
数

４
９
５
戸
・
合
併
浄
化
槽

８
４
８
戸
・
単
独
浄
化
槽

１
８
３
戸
・
そ
の
他
汲
み

取
り
等
１
５
２
６
戸
で
生

活
排
水
処
理
施
設
率
は
55
・

１
％
で
あ
る
。
生
活
排
水

処
理
施
設
率
の
向
上
を
図

障
がい
者（
児
）福
祉
につい
て

松
﨑
　俊
一

る
に
は
、
積
極
的
な
取
り

組
み
と
、
住
宅
密
集
地
な

ど
で
は
小
規
模
合
併
浄
化

槽
の
提
案
な
ど
行
う
必
要

が
あ
る
。

地
熱
発
電
開
発
に
環
境
影
響
調

査
が
必
要

奴
留
湯
　哲
宣

を
策
定
し
て
い
る
。

︻
教
育
長
︼
阿
蘇
郡
で
は
支

援
教
育
の
推
進
、
人
権
同

和
問
題
研
究
大
会
も
行
わ

れ
て
い
る
。
小
国
町
議
会

か
ら
も
今
年
は
発
表
が
あ

る
。

　

し
っ
か
り
と
し
た
障
が

い
者
福
祉
の
取
り
組
み
と

あ
ら
ゆ
る
差
別
、
偏
見
を

無
く
す
取
り
組
み
を
お
願

い
し
た
い
。

岳の湯
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公
営
住
宅
の
こ
れ
か
ら
の

　整
備
計
画

問　

倉
原
住
宅
の
整
備
計

画
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

公
営
住
宅
の
改
修
事
業
が

今
後
本
格
的
に
進
め
ら
れ

る
と
思
う
。
改
修
計
画
に

伴
い
、
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
や
公
営
住
宅
ス
ト
ッ

ク
総
合
活
用
計
画
が
見
直

さ
れ
て
い
く
と
思
う
が
、

特
に
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
は
、
公
営
住
宅
の
供
給

管
理
以
外
に
、
町
全
体
の

住
宅
施
策
を
展
望
す
る
も

の
。
今
後
の
改
修
計
画
の

考
え
は
。

︻
建
設
課
長
︼
倉
原
住
宅
に

は
、
本
年
度
か
ら
整
備
を

進
め
る
。
ま
た
、

柏
田
住
宅
浴
室

改
修
工
事
を
引

き
続
き
行
い
、

平
成
25
年
度
に
、

公
営
住
宅
長
寿

命
化
計
画
を
策

定
し
、
関
田
・

柏
田
住
宅
の
大

規
模
改
修
工
事

に
着
手
し
た
い
。

︻
町
長
︼
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
で
は
、
小
国
町
全
体

の
住
宅
の
供
給
を
民
間
も

含
め
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
今
後
倉
原
住
宅
の

建
て
替
え
、
関
田
・
柏
田

住
宅
の
大
規
模
改
修
事
業

を
進
め
、
住
宅
の
供
給
に

つ
い
て
、
状
況
を
見
な
が

ら
検
討
す
る
。

問　

北
里
柴
三
郎
記
念
館

の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

改
修
等
の
考
え
は
な
い
か
。

︻
町
長
︼
生
誕
１
６
０
周
年

と
い
う
こ
と
で
、
北
里
大

学
及
び
北
里
研
究
所
と
連

問　

ま
ち
づ
く
り
条
例
を

制
定
し
て
15
年
、
改
訂
し

て
10
年
た
ち
、
内
容
を
精

査
し
な
お
す
必
要
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
例
え

ば
５
万
～
10
万
㎡
の
大
規

模
な
土
地
の
売
買
や
、
水

源
地
付
近
の
開
発
と
か
、

時
代
に
合
っ
た
条
例
に
し

て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

︻
町
長
︼
条
例
だ
か
ら
現
状

に
則
す
る
こ
と
が
一
番
。

変
え
る
必
要
性
が
あ
れ
ば

協
議
し
て
い
き
た
い
。

︻
情
報
課
長
︼
ま
ち
づ
く
り

審
議
会
と
い
う
組
織
が
あ

る
。
そ
の
中
で
他
町
村
と

の
比
較
と
か
、
研
修
会
等

行
っ
て
い
き
た
い
。

問　

老
人
に
は
老
人
な
り

の
生
活
設
計
が
あ
り
、
よ

り
良
い
老
後
を
送
る
た
め

に
、
介
護
保
険
の
被
保
険

者
に
介
護
保
険
の
経
費
軽

減
処
置
に
つ
い
て
、
例
え

ば
老
人
会
な
ど
で
詳
し
い

説
明
が
必
要
で
は
な
い
か
。

︻
福
祉
課
長
︼
減
免
制
度
だ

け
で
な
く
、
介
護
保
険
自

北
里
　勝
義

体
の
理
解
が
十
分
で
な
い
。

老
人
会
の
総
会
等
で
、
積

極
的
に
説
明
し
た
い
。

問　

町
政
座
談
会
が
昨
年

度
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
町
民
の
意
見
を
聞
き
、

反
映
さ
せ
る
た
め
町
政
座

談
会
は
大
切
と
考
え
る
が
。

︻
町
長
︼
本
年
は
是
非
実
施

し
た
い
。
町
民
と
の
意
見

の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
で

き
る
の
は
座
談
会
が
一
番

良
い
の
で
、
計
画
し
て
い

き
た
い
。

時
代
に
則
し
た

　ま
ち
づ
く
り
条
例
を
梅
木
　隆
志

携
を
し
な
が
ら
改
修
を
進

め
た
い
。

︻
情
報
課
長
︼
昨
年
か
ら

北
里
研
究
所
等
と
現
状
調

査
及
び
改
修
に
向
け
た
協

議
を
行
っ
て
い
る
。

問　

北
里
柴
三
郎
博
士
顕

彰
事
業
で
、
小
国
の
子
ど

も
達
の
参
加
は
な
い
か
。

︻
教
育
長
︼
小
国
学
の
一

環
と
し
て
、
教
材
と
し
て

十
分
な
内
容
だ
と
思
う
の

で
、
連
携
し
な
が
ら
進
め

た
い
。
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町
お
こ
し
の
実
り
あ
る

　組
織
を
目
指
す

問　

小
中
学
校
の
プ
ー
ル
・

給
食
施
設
・
柔
道
教
室
・

ラ
ン
チ
ル
ー
ム
を
復
合
施

設
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い

る
。
右
記
既
存
施
設
は
、

大
変
古
く
、
建
て
替
え
が

財
政
上
の
問
題
か
ら
先
延

ば
し
さ
れ
て
き
た
。
町
長

の
努
力
で
財
政
も
好
転
し

た
が
、
復
合
施
設
建
設
と

な
る
と
建
設
費
多
額
で
、

貯
金
や
補
助
金
で
は
足
り

ず
、
起
債
つ
ま
り
借
金
を

し
な
け
れ
ば
建
設
出
来
な

い
。
施
設
を
作
る
よ
り
町

お
こ
し
が
大
事
。
借
金
完

済
の
頃
に
は
小
中
学
生
は

ど
の
位
減
る
だ
ろ
か
。
復

合
施
設
を
場
所
の
変
更
と

か
単
独
施
設
と
か
空
き
教

室
利
用
な
ど
で
経
費
の
削

減
を
考
え
た
ら
ど
う
か
。

︻
町
長
・
教
育
長
︼
既
存
施

設
の
建
て
替
え
は
、
大
変

古
く
ギ
リ
ギ
リ
の
処
ま
で

先
延
ば
し
し
て
き
た
。
建

設
場
所
、
小
中
一
貫
教
育
、

利
便
性
の
問
題
か
ら
、
現

在
地
で
の
復
合
施
設
が
最

善
の
方
法
と
考
え
て
い
る
。

経
費
削
減
は
着
手
ま
で
努

力
し
た
い
。問　

町
を
元
気

に
す
る
た
め
に
、

議
会
で
は
産
業

特
別
委
員
会
を

立
ち
上
げ
、
町

お
こ
し
を
執
行

部
と
話
合
っ
て

い
る
。
議
会
は

執
行
権
が
な
い

た
め
、
執
行
部

が
出
す
議
題
に

原
山
　光
成

対
し
質
問
答
弁
に
終
始
し

て
、
議
論
を
繰
り
返
し
て

も
実
り
が
な
い
。
町
民
が

一
番
実
行
し
て
欲
し
い
事

は
町
を
元
気
に
す
る
事
だ
。

町
を
元
気
に
す
る
た
め
に

従
来
か
ら
の
議
会
と
執
行

部
と
の
壁
を
取
り
去
っ
た

町
お
こ
し
の
方
法
論
を
考

え
る
時
期
だ
。

︻
町
長
︼
議
会
と
執
行
部
と

の
座
談
的
な
会
議
と
い
う

の
は
、
可
能
と
思
う
。
後

日
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

町内の高齢者が可能な限り住みなれた地域で
自立した日常生活を営むことができるよう、
本町の実情や特性等を反映させた医療、福祉
の一体的、総合的な提供体制を充実するため
の計画です。

第5期小国町高齢者福祉計画
及び介護保険事業の計画書を策定

平成23年度小国町一般会計費用を24年度へ繰り越し、以下のような事業
を実施します。

総額1億4,903万9千円
・木野里荘スプリンクラー設置事業 550万円

・木野里荘避難路外整備事業　　　 700万円

・サイクリングマップ作製事業　 70万円

・鍋ヶ滝公園整備事業　　 5,240万円

・Ｊ－ＶＥＲ事業　　　　　　　　　 70万円

・小国町耐震改修促進計画策定事業 493万円

・町道維持事業　　　　　　　 2,684万6千円

・町道新設改良事業　　　　 3,417万5千円

・消防団安全対策設備整備事業　 218万8千円

・公共土木施設災害復旧事業　　　 1,460万円

平成24年度から
平成26年度（ ）
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編 

集 

後 

記

　

前
号
か
ら
、「
わ
か
り

や
す
い
議
会
」
と
い
う
こ

と
で
、
掲
載
し
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
分
か
り
に
く
い

用
語
が
多
い
と
思
い
ま

す
。
言
葉
的
に
ど
う
し
て

も
、
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
言
葉
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
理
解
を
お
願
い
致
し

ま
す
。

　

議
会
広
報
委
員
会
も

一
年
ひ
と
ま
わ
り
し
ま
し

た
。
町
民
の
皆
様
に
見
や

す
い
議
会
広
報
と
い
う
こ

と
で
日
々
努
力
し
て
お
り

ま
す
。
町
民
の
皆
様
の
議

会
広
報
に
関
す
る
提
案
等

が
有
り
ま
し
た
ら
、
議
会

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。委  

員  

長　

渡
邉 　

誠
次

副
委
員
長　

梅
木 　

隆
志

委　
　

員　

奴
留
湯 

哲
宣

児
玉 　

智
博

　
　

発
行
責
任
者

髙
村 　

祝
次

広
報
特
別
委
員
会

みなさんの傍聴をお待ちしています。
※９月議会の一般質問のおぐチャン（１０チャンネル）放映は10月初旬予定です。

次回の小国町議会開催は９月中旬予定です。

本　会　議

常任委員会

特別委員会

　定期的（３月・６月・９月・12 月）に招集される定例会と必要があるときに招集され
る臨時会があります。招集は町長が職権で行います。

　議員は必ずひとつ以上の常任委員会に所属しなければなりません。小国町には総務文
教福祉委員会と産業委員会があります。

　議会が特定の事件の調査を付託し、その事件について調査、審査できる委員会です。現在、
小国町議会には広報特別委員会、産業特別委員会、100条特別委員会が設置されています。

議会運営委員会
　議会運営に関する事項、会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問
に関する事項等、議会を円滑に運営するための委員会です。

全員協議会
　議員相互の意見、また執行機関と議会側の意見調整を図り、本会議の議事を円滑に進
めるための会議です。
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